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近年，調停制度は欧州において急速な発展を続

けている。EU の機能に関する条約 81 条(2)(g)は，

欧州議会及び理事会が紛争解決の代替手段

（alternative methods）の発展を促す政策を講じる

ものと定めている。同条はリスボン条約発効に際

し，特に調停の重要性を確認するために盛り込ま

れた新たな条文である1。これと並行して EU 法の

整備が進められてきた。2008 年に調停指令が施行

され，2013 年には消費者紛争のオンライン紛争解

決にかかる指令及び規則が施行された2。 

 

知的財産の領域にもその余波が広がっており，

EU 諸機構が調停制度の活用に着手している。ま

ず，欧州共同体商標意匠庁（現欧州連合知的財産

庁。以下，EUIPO）は 2011 年に調停制度を発足さ

せた3。次に，欧州単一特許裁判所（以下，UPC）

の設立へ向け 2013 年にはポルトガルとリトアニ

アの二カ所に調停仲裁センター（以下，UPC 調停

仲裁センター）を設置するための条約が採択され

た（以下，UPC 協定）4。しかしながら，EUIPO

及び UPC 調停仲裁センターにおける調停につい

ては一定の制限が課されている。EUIPO 調停決定

では，「共同体商標及び意匠登録手続の絶対的拒絶

理由等準拠法の下で当事者が任意に処分できない

権利義務」は調停に付すことができないとされて

いる5。UPC 協定には「特許は調停又は仲裁手続

によって無効化又は制限されてはならない」と明

示規定されているが， 同協定の暫定手続規則は

「特許権者が特許を制限，放棄，又は無効化する

ことに合意する義務を負わせる約定」の執行手続

について定めている6。 
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抄録 近年，調停制度は欧州において急速な発展を続けている。本稿では知的財産法における調停の役

割について検討するにあたり，EU及びフランスにおける法と制度運用について考察を加え，権利義務処
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こうした知的財産紛争を巡る調停の利用を制限

する法規制は新たな動きである。しかし，EU に

よる立法行為は制限事由を EU 法並びに加盟国国

内法で規範化させる怖れがあり，同時に知的財産

紛争を調停によって解決する妨げとなることが懸

念される7。このような視座から，本稿では調停に

関する法及び制度運用について EU 法を俯瞰した

上で EU 加盟国の一例としてフランスについて考

察を加え，産業財産権にかかる調停の制限事由に

ついて検討する。 

 

1．知的財産法における調停の位置付け 

「悪しき合意は良き訴訟に勝る」という格言が

唱和されるようになった8。裁判所は訴訟によらな

い 合 意 を 推 奨 し 9 ， 学 術 上 も 「 意 思 主 義

（consensualisme）」が再評価されている10。斯かる

格言は知的財産を巡る紛争にも妥当するのであろ

うか。 

 

（1）定義を巡る問題 

まず，調停とは何であるかについて触れておか

ねばならない。裁判外紛争解決と称される「ADR

（Alternative Dispute Resolution）」は多義性を帯び

た概念であり原語でも一義的な定義はない11。フ

ランスでは調停指令履行を受けて仏民訴法典

1530 条に裁判外で行われる「合意調停（médiation 

conventionelle）」の定義が設けられた12。民事裁判

手続の過程で訴訟の全て又は一部について付され，

当事者の合意をもって裁判官が調停人を指名する

「司法調停（médiation judiciaire）」とは区別され

る13。調停は「勧解（conciliation，斡旋とも訳され

る）」とは異なる手続として観念されるものの14，

「和解（英語では settlement，フランス語では

transaction）」との異同については論じられてこな

かった15。 

そもそも，和解は実体法と手続法の二面性をも

つ概念である。民法上の和解は互譲を黙示的な原

則とする契約と定義されるのに対し16，手続法上

の和解は調停を経ず行われた手続とされる17。従

って，和解が調停の上位概念であるか否かによっ

て契約としての成立要件及び効果に相違が生じる

ことになる18。判例上は司法調停については合意

に互譲が認められれば和解契約として認められる19。

学説上は和解調停一元説と二元説の対立があり，

一元説は和解と調停を同視し後者に和解契約にか

かる諸条項を適用するが20，二元説は調停と和解

を区別する21。以上のように，民法上の調停の位

置付けが不明瞭であることが調停制度の運用に際

し問題となる。 

 

（2）研究の現状 

知的財産法の分野ではこれまで紛争解決制度に

ついて論じられることは少なかった。フランスで

は仲裁については特許紛争の仲裁適格を巡る解釈

論の蓄積が為されてきたものの22，概説書で調停

に関する言及が為されたり23，調停に関する研究

が為されるに至ったのは24，ごく最近のことであ

る。 

 

調停が知的財産法において目新しい存在である

ことについては二通りの説明ができるであろう。

第一に，調停固有の機密性が研究を阻むとする考

えである25。第二に，調停は手続法及び知的財産

法の二つの法領域を交差するために高度な専門性

が必要となるとする考えである26。しかしながら，

現在の調停を巡る潮流を顧慮するならば，L. 

Bently と B. Sherman が指摘するように調停の知的

財産法における潜在的役割について学術的研究が

為される意義は高いように思われる27。 
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（3）調停機能の変遷 

合意はそもそも知的財産権の保護目的に相反す

るという指摘がある。まず，禁止権として構成さ

れている知的財産権は合意には馴染まない客体で

あると考えられてきた28。また，知的財産法は私

的領域と公的領域を区分する手段であるから，

ADR の利用は制限されることが望ましいとも論

じられている29。こうした調停機能限定説は O.M. 

Fiss のいわゆる「和解反対論」と親和性がある30。

これは裁判が当事者間の紛争を解決するのみなら

ず，法規範生成の機能を果たしていることを重視

する哲理である。 

 

確かに現代における調停は司法へのアクセスを

代替する手段として認識されてきた31。仲裁や調

停が裁判と比べて低コストであり迅速であるとい

う経済的便益が，知的財産紛争解決においても強

調されてきたのである32。このことは特に中小企

業に有益であると指摘されてきた33。しかし，近

年は知的財産法に固有の問題を回避するために和

解を利用する事例が看取されるようになった。例

えば，訴訟による特許権の無効化を避けるために

は和解が有効な手段であることが実証されている

34。また，調停は法によらない規範形成手段とし

ても用いられている35。調停を巡るこうした新た

な動向は L. Cadiet が指摘する「新たな社会規制の

必要性」を象徴しているといえるであろう36。 

 

2．調停に関する法と制度運用 

調停は紛争解決手段の一つであるので法及び紛

争解決機関の両輪によって制定及び運用される。

そこで，本章では両者の現状について考察を加え

る。 

 

（1）法による規制 

調停指令の目的は ADR へのアクセス促進及び

調停による紛争解決の推奨である37。しかし，調

停が紛争当事者の意思を根拠とする紛争解決手段

であることに鑑みると，そもそも法による介入の

態様と程度については理由付けが必要である38。

知的財産の領域においては調停はどの程度規制さ

れているのであろうか。本節から明らかになるの

は調停が知的財産権の権利行使の手段として必ず

しも充分に認知されてこなかったということである39。 

 

①EU法 

知的財産の実体法規に関する EU 法を概観する

と，調停制度は明文規定または加盟国の自由裁量

により制定されてきたことが分かる。明文規定の

有無は調停の法理にどのような効果をもたらすの

であろうか。産業財産権を巡る紛争の調停につい

ては，まず前述の通り UPC 協定及び EUIPO 調停

決定に規定がある。更に，2015 年商標指令には登

録異議申立にかかる当事者の和解（friendly set-

tlement）について規定が為された40。こうした EU

法上の明文或いは加盟国に履行義務を課す条項は

直接的に調停制度を促進させることにつながる41。

反対に，加盟国による個別規制に委ねられてきた

分野では権利者にとって権利行使における不安要

素となりかねない。いわゆる水際規則における広

義の和解の運用がその例である。 

 

水際規則においては和解の合法性を巡る解釈は

段階的変遷を経ており，加盟国による運用の相違

が顕著であった。問題となるのは税関により通知

された侵害品の被疑者に関する情報を利用した和

解行為及び和解契約の合法性である。そもそも和

解が当事者が被疑物品の破棄に同意する目的で，

或いは物品破棄・侵害補填等の費用及び侵害停止
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要求について合意する目的で行われる限りにおい

ては禁止されるべきではないとされる42。しかし，

1994 年規則のもとでは情報利用は管轄機関に侵

害判断を求める場合に限定されていた43。同規則

を改正した 2003 年規則では情報利用による和解

行為が明示的に禁止されるには至らなかったが，

国内法により別途定めがない限り禁止されると定

められ，違反した場合には民事責任が課されてい

た44。多くの加盟国で和解の運用が容認される中，

フランス・ドイツでは和解が禁じられ，オースト

リアでは反対に和解が推奨されてきた45。また，

和解契約の合法性が問題とされるのはライセンス

締結を通じて被疑品が EU 域内へ輸入されると水

際規則の基本原則に反するためである。ラトビ

ア・リトアニア・スロバキア・スロベニアにおい

ては容認されるが，イギリスでは理由付けが必要とさ

れる46。反対に，ベルギー・ハンガリー・ルクセン

ブルグ・マルタ・ポルトガルではライセンス締結

は認められないとされる47。 

 

2003 年規則は 2013 年に再び改正され，情報の

利用制限事由が限定列挙されるに至った。その結

果，民事責任に関する条項は削除され，被疑者に

関する情報をもとに当事者の和解が許容される範

囲は物品の破棄及びデポジットの支払額に関する

合意に限定された48。従って，和解行為及び和解

契約の合法性を巡る解釈と加盟国による運用には

調和がもたらされるに至ったのである49。 

 

②フランス法 

フランスにおいては仏特許法に職務発明を巡る

勧解制度について定められているのみで，産業財

産権にかかる紛争の調停及び商標権・意匠権の調

停制度についての明示規定はない。1978 年に導入

された CNIS（Commission Nationale des Inventions 

de Salariés）による勧解制度は50，長期に渡る訴訟

に代わり迅速かつ紛争当事者及び公益の間におけ

る均衡が取れた解決を目指し51，実定法に欠如し

ている詳細を補足するために立法化された52。

1980 年に施行されて以来 CNIS を通じて解決され

た紛争は相当数ある53。豊富な運用件数は勧解書

の執行が可能である点54，また CNIS に広範な権能

が与えられている点に起因すると考えられている55。 

 

（2）紛争解決機関よる制度運用 

近年，知的財産紛争に特化した紛争解決機関の

増加が著しい56。本節では産業財産権の紛争処理

機関である EUIPO 及び UPC 調停仲裁センターを

取り上げ，調停制度が導入された背景及び運用実

体について分析する。 

 

①EUIPO 

EUIPO の紛争解決制度は商標及び意匠登録手

続と関連付けられている点に特徴がある。広義の

和解は，商標登録の異議申立が和解期間中に取下

げられた場合に手数料が払戻されることから57，

2015 年商標規則に規定される前から長く活用さ

れてきた58。対して，調停が導入されたのは無効

審判手続においてである59。調停は候補者名簿に

掲載された調停人により行われる60。2011 年に導

入されて以来現在までに 15 件の申請があり，6 件

が合意に至っている61。手続規程の詳細について

は省略するが，調停合意の執行にかかる定めがな

い点や62，調停が無効審判手続に組み込まれてお

り費用が無料である点などが特筆に値するであろ

う63。EUIPO 調停決定が調停を制限しているのは

前述の通りであり，商標および意匠の絶対的登録

要件を巡る争いについては調停へ付すことができ

ない。なお，2015 年商標規則は調停センターの設

立が可能であるとしている64。同センターでは調
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停の利用範囲が商標登録異議申立へ拡大されるた

め65，設立されると更なる調停制度の活用が見込

まれる66。 

 

②UPC調停仲裁センター 

UPC 調停仲裁センターの設置は特に中小企業

により要請されたものである67。欧州議会は官僚

主義を緩和し訴訟費用の削減につながるものとし

て，同センターの設置を積極的に評価している68。

UPC 協定は UPC 調停仲裁センターが次の三機能

を担うと規定している69。それらは特許紛争の仲

裁及び調停のための設備提供，仲裁及び調停の手

続規則制定，仲裁人及び調停人のリスト作成であ

る。同センターの運用については今後の発展が待

たれるところである。 

 

UPC 協定は和解が調停の上位概念であると規

定している70。同協定 35 条(2)及び暫定 UPC 手続

規則 11 条(1)により調停が制限されているのは前

述の通りであるが，これらの条項が意味するのは，

対世効としての特許権の効力は調停不適格である

が，調停合意の効果が当事者間に限定される限り

においては紛争を調停により解決することができ

るということである71。仲裁及び調停を含む和解

手続による合意は UPC により「承認（confirm）」

され執行が可能であると規定されている72。 

 

（3）小括 

知的財産権について定めた EU 指令及び規則は

膨大な数に及ぶが，単一特許乃至欧州連合商標及

び意匠を巡る紛争の調停制度については基本的な

整備が進んでいると言える。水際規則で広義の和

解が規制される根拠は侵害品取締にあり，それ以

外の場面では法は調停制度を促進する目的を果た

していると言えるだろう。しかし，フランス法で

はより積極的に調停制度を導入する余地があるで

あろう。 

 

対して紛争解決機関による調停制度運用につい

てはまだ黎明期にあることから，今後の進展を見

守ることが肝要である。EUIPO 及び UPC 調停仲

裁センターにおける調停の制限規定から導き出さ

れることは，行政庁の審査により決定される産業

財産権の効力は私的自治に馴染まないということ

である。しかし，前者ではその根拠を紛争当事者

の権利義務処分能力と明示しているのに対し，後

者における制限根拠については説明が為されてい

ない。そこで，次章では調停の制限を巡る法解釈

について検討する。 

 

3．調停の制限事由 

ここまでの考察は調停制度を積極的に捉えるも

のであった。しかしながら，調停は「万能」では

ない73。EU 法及びフランス法上は，調停の制限事

由は権利義務処分能力及び公序（ordre public）を

巡る実体法の解釈，執行手続上の問題，そして競

争法による規制という異なる位相において現れる。 

 

（1）実体法を巡る解釈 

上述の通り，EU 諸機関の調停制度においては

第三者に効力が及ぶ場合には産業財産権の効力に

かかる紛争は調停不適格であるとされている。実

定法上は当事者の権利義務処分能力及び公序が制

限事由として働くが，その外縁については実体法

を巡る解釈により決定される。 

 

①権利義務処分能力 

調停指令は「準拠法の下で当事者が任意に処分

できないと定められている権利義務」については

同指令は適用されないと規定しており，収入・税
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関・行政事件などが調停の不適格事由として明示

されている74。従って，国際紛争においては調停

の制限は準拠法により決定される75。フランスで

は和解及び仲裁については仏民法典 2045 条及び

2059 条に同制限が付されているが，調停について

はそのような規定がない。仏民訴法典 1529 条は調

停に付すことのできる紛争を「民事・商事・社会・

農業の領域」と限定列挙しているものの，調停指

令と比べると広範かつ曖昧な規定となっている。

はたして，産業財産権の効力は当事者が任意に処

分できない権利義務とみなされるのだろうか。 

 

仏民訴法典 1529 条の解釈を巡る判決はまだな

いが，特許権の効力は和解契約締結そのものには

影響を及ぼさないとされている。仏民法典 2054

条は「無効証書（titre nul）」の履行としての和解

に取消訴権を認めているが，破棄院は和解契約が

特許権の有効性を前提としたライセンス料の支払

について締結された場合には，特許権が和解成立

後に無効とされても和解契約自体は無効にならな

いと判断している76。 

 

②公序 

契約の自由が契約法における大原則である反面，

公序が自由を制限する事由であることには議論の

余地がないであろう77。調停合意は契約であるの

で仏民法典 6 条の公序良俗規定が適用され，後述

する執行手続において問題となりうるが，本条の

解釈を巡る判決がないことから仲裁における公序

を巡る解釈について検証する。 

 

公序を制限根拠として捉える「客体の仲裁適格

（objective arbitrability）」についてはかなりの先行

研究がある78。実定法上産業財産権の効力に関す

る争いを仲裁に付すことを明示的に禁止している

国は少なく，多くの国は制限付きで容認又は全面

容認している79。仏民法典 2060 条 1 項は「一般的

に公序にかかわるすべての事項については仲裁契

約を行うことができない」と規定していることか

ら，フランスでは制限付きで仲裁適格が容認され

ていると言える。しかし，学説は公序について厳

格説を採るため産業財産権の効力にかかる仲裁適

格を否定してきた。何をもって公序とするかにつ

いては諸説があり，行政庁及び裁判所の管轄権80，

商業の自由81，あるいは産業財産権の対世効に依

拠するものに大別される82。判例も厳格な否定説

を採ってきた。例えば，登録品種と種苗の譲渡を

約束した仲裁判断について，権利範囲を巡る争い

は契約解釈ではなく公序の問題であるから仲裁不

適格であると破棄院で判断されている83。ところ

が，2008 年の判決を機に柔軟解釈へと舵がきられ

た。パリ控訴院は仲裁判断の効果が当事者間に限

定されるかぎりにおいては（inter partes），付帯請

求された場合に限って特許権の効力に関する争い

についても仲裁に付すことができるとした84。こ

の限定解釈は破棄院でも是認されている85。しか

しながら，同解釈が特許権の効力にかかる訴えが

付帯請求でない場合にまで及ぶかについては解釈

の余地が残されたままである86。こうした判例変

更を受け知的財産法典も改正された。特許発明・

半導体集積回路・商標を巡る民事訴訟及び競争法

を含む訴えについては，「仏民法典 2059 条及び

2060 条に規定された条件の範囲で仲裁へ付すこ

とを妨げるものではない」と定められていたが，

2011 年の法改正によって同条文が著作権・著作隣

接権及びデータベース・種苗・意匠・地理的表示

にかかる権利へも適用されるに至ったのである87。 

 

公序を巡る解釈には批判も多い。C. Jarrosson は

曖昧さを排除するために仲裁適格の根拠を公序で
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はなく権利義務処分能力に求めるべきだと指摘し

ている88。また，仏民法典 2060 条については立法

時の審議が不充分であった等の背景を踏まえ，T. 

Clay は同条を削除するか同条 1 項を「万人が財産

的権利（droits patrimoniaux）について仲裁に付す

ことができる」と改正するべきであると提案して

いる89。同提案を採択するならば，限定解釈にお

ける仲裁適格の制限事由は更に矮小化されること

になるであろう。 

 

（2）執行手続上の問題 

調停指令制定以前は調停合意（accord de média-

tion）の履行は当事者に委ねられていたが，同指

令の履行に伴い，裁判所は「許可（homologation）」

という手続きによって民事調停あるいは裁判外調

停により締結された合意を承認し執行力を付与す

ることが可能になった90。その際に調停合意の合

法性が問われるが，この点について仏民訴法典に

は瑕疵がある。同 1565 条 2 項が「提出された合意

にかかる文言について裁判官は修正しない」と規

定しているのに対し，同 1566 条 1 項は「必要と認

められない限りにおいては（合意を）弁論なしで

承認する」と規定している。調停合意について，

裁判官が一切の審理をしないとする規定と必要に

応じて弁論の機会を設けて審理をするという規定

が混在しているのである。 

 

和解契約の合意内容については公序との適合性

が審理される91。立法趣旨も同旨であるとされて

いる92。調停合意については，裁判官は調停合意

を許可する義務はないが少なくとも司法調停の場

合には合意内容が紛争当事者の権利を保護してい

るかについて審理する必要があると破棄院が判断

している93。もっとも，学説上は手続上の効率性

を優先して形式審理に留めるべきであるとする形

式審理説と94，執行手続が裁判行為であることか

ら実体審理を認める実体審理説の対立がある95。 

 

（3）競争法による規制の可能性 

この他，調停の限界については競争法も勘案さ

れなければならない。競争法が事後規制として適

用された例としては，欧州委員会による後発薬品

を巡る和解監視事件がある96。いわゆる「pay for 

delay」が後発薬品会社の弱い立場を悪用した不正

競争行為であるか否かについては，和解が訴訟に

伴う高額費用と予測できない裁判判決を回避する

ために利用されている場合には否定されえないで

あろう97。反対に，事前規制がなされることもあ

る。米国の事例ではあるが，いわゆるグーグルブ

ック和解事件がある98。事前規制の合法性につい

ては議論があるが，新しい市場の創設においては

不正とされる競争行為による消費者への悪影響が

社会便益に著しい不均衡をもたらす場合に限定さ

れるべきである99。インターネットを含むデジタ

ル技術の進化による影響が大きい知的財産の領域

においては，特に重要な判断要素であろう100。  

 

（4）小括 

以上の通り，若干の不確定要素が残されてはい

るものの，和解及び仲裁においては権利義務処分

能力及び公序による制限は柔軟に解釈され，産業

財産権の効力についても当事者間における自治が

容認されるといえる。従って，この解釈が調停に

おいても適用されるかが問題として残る。まず，

調停と仲裁は異なる手続として観念されているた

め，仲裁適格を巡る解釈については調停への適用

は難しいであろう。次に，和解については前述の

通り調停との異同に関する争いがあるため解釈に

委ねられる事になる。しかし，仏民法典 2054 条を

巡る解釈が調停に適用されるか否かについては慎
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重な判断が必要となろう。和解調停一元説に依拠

する場合は特許権が無効化されても調停合意には

影響を及ぼさない事になり，権利義務処分能力に

かかる制限事由は消滅する事になる。逆に，和解

調停二元説に依拠する場合は制限事由が残されう

る。従って，最終的な結論を出すには今後の司法

判断を待つよりほかない。 

 

ここまでの考察を総括すると，本稿で検証した

制限事由が紛争当事者の調停による自治領域を侵

食する絶対的根拠はないと結論付けることができ

るであろう。利害関係者には無効審判手続及び訴

訟手続が保証されており，産業財産権の効力が調

停による紛争解決を制限する理由はない。あると

すれば，公序が調停合意の執行を妨げる場合か競

争法による規制が働く場合だが，前者については

形式審理説を採るのであれば問題なく，後者につ

いても社会への弊害が見込まれる場合以外には問

題とならないであろう。調停がそもそも裁判を代

替する手段として発展してきた現代社会の背景を

考えると，効率を優先する形式審理説には説得力

がある。また，法規制によらない調停制度の設計

方針に従うのならば，民法上も和解と調停を区別

する二元説が有力となるであろう。 

 

結 

本稿では欧州における調停制度の発展を契機と

し，EU 法及びフランス法における産業財産権を

巡る紛争にかかる調停の制限事由を中心に検討し

た。その結果，調停を促進する動きと制限する動

きが混在していることが明らかにされたが，産業

財産権の効力を巡る合意が第三者に効力を及ぼさ

ない限りにおいては，いかなる紛争も調停による

解決が可能であると結論付けられる。 

 

以上を踏まえると，EUIPO 及び UPC 調停仲裁

センターの産業財産権を巡る調停の制限規定には

確認規定としての意義しか見出せないであろう。

しかしながら，知的財産の領域において調停制度

の活用を促進させるためには，制限事由ではなく

調停が可能な範囲を明示することに意味があるの

ではないだろうか。これは法解釈を巡る争いを解

消することにもつながる。従って，仮に調停の制

限が EU 加盟国及び紛争解決機関において規範化

されていくならば，否定的文言ではなく肯定的文

言を用いるべきであろう。具体的には，「産業財産

権の効力を巡る民事紛争については，合意の効果

が当事者間に限定される限りにおいては調停によ

る解決が可能である」という規定が考えられる。

同時に，知的財産法規に調停制度を導入すること

が望まれる。フランス法では知的財産法典の仲裁

にかかる諸条項の言及範囲を調停へ拡張すること

が可能となろう101。 
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